
 

 

岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の概要  

 

第１  改正の趣旨  

更なるごみの減量を推進するとともに、排出量に応じた適正な経費負担

の観点から、廃棄物処理手数料の改定を行う。  

 

第２  改正の内容  

家庭系廃棄物処理手数料及び事業系廃棄物処理手数料（１０キログラム

あたりの単価）を次のように改める。  

 

手数料の種類  現  行  改正後  

家庭系廃棄物処理手数料  

・燃やせるごみ及び燃やせないごみ  

 指定袋の容量１リットルにつき  

２円  ３円  

・処理施設搬入  １０キログラムにつき  

１００円  １５０円  

事業系廃棄物処理手数料  

１０キログラムにつき  
１００円  １５０円  

 

第３  施行期日  

令和７年９月１日  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

岩見沢市条例第１０号  

 

岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。  

 

令和  ７  年  ３  月２６日  

 

岩見沢市長  松  野    哲    

 

岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例  

 

 岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成４年条例第１７号）の一

部を次のように改正する。  

 

 別表第１家庭系廃棄物処理手数料の部燃やせるごみ燃やせないごみの項中

「２円」を「３円」に改め、同部処理施設搬入の項中「１００円」を「１５０

円」に改め、同表事業系廃棄物処理手数料の部中「１００円」を「１５０円」

に改める。  

 

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年９月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表

第１の規定は、施行日以後に交付される指定袋及び処理施設に搬入される廃

棄物について適用し、施行日前に交付された指定袋及び処理施設に搬入され

た廃棄物については、なお従前の例による。  

 


